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要 旨 

目的：本研究の目的は、産前から児童虐待リスクを探索する公衆衛生看護技術を明らかにすること

である。方法：推薦を受けた自治体保健師 20 名に半構造化面接を行い、質的記述的分析を行った。 

結果：明らかになった技術は、【負の連鎖リスクを探る育ち把握】、【社会的孤立リスクを探る関わり把

握】、【家庭生活リスクを探る暮らし把握】、【心身の健康リスクを探る保健行動把握】に分類された。

考察：アセスメントツールのみでは査定できない違和感から虐待リスクを探索する公衆衛生看護技術

は、家庭訪問や各種母子保健事業などの対面の機会に適用するものであった。今後、明らかになった

技術を、多分野多職種との協働のもと、実践に広く適用する必要がある。 

 

キーワード：公衆衛生看護技術、保健師、児童虐待、リスク、健康課題の探索、産前 

Keywords：public health nursing art, public health nurse, child abuse, risk, search for health needs, 

before childbirth 

 

 

Ⅰ. 緒言 

児童虐待は、脳の発達 1)や身体的障害、精神症

状 2)、不適切な養育態度の世代間連鎖 3)など、児

の心身の成長と人格の形成に重大な影響を及ぼ

すことから、児童虐待（以下、虐待）の予防は社

会全体で取り組む重要な課題である。しかし、児

童相談所での虐待相談処理件数は増加の一途で

あり 4)、毎年最多数を更新している。なかでも、

心中以外の虐待死の死亡事例の年齢は、2003 年

度に検証が始まって以降 2022 年度まで、毎年 0

歳児が最も多いことから 5)、虐待の予防には産前

からの支援が欠かせない。 

公衆衛生看護を担う保健師は、児童虐待防止対

策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改

正する法律（令和元年法律第 46 号）において児

童相談所に必置の職種となり 6）、虐待の発生を防

ぐ一次予防のみならず、重症化を防ぐ二次予防に

取り組むことが期待され、地域における虐待の早

期発見に重要な役割を果たしている 7)。99.4%の

市町村は、妊娠届出時や母子健康手帳交付時にア

ンケートを用いて妊婦の身体的・精神的・社会的

状況を把握しており 8)、それを担う保健師は、産

前から虐待リスクを把握する中心となる専門職

と言える。 

これらより保健師による産前からの虐待リス

ク把握は極めて重要と考えられるが、有本ら 9)に

よると、9 割以上の保健師が児童虐待への対応に

困難を抱えているとの報告がある。厚生労働省は

子ども虐待対応の手引き 10) を作成し、虐待のリ

スク要因には保護者側、子ども側、養育環境があ

ることを示しているが、アセスメントシートの例

では、最初に虐待の種類をチェックする項目があ

り、未然に防ぐという視点でリスクを探索すると

いう段階に焦点が当たっていない。予防するため

に虐待リスクを把握するには、その前の探索段階

の質が問われるが、医学中央雑誌にて調査前 10

年間（1999-2018）の原著論文を検索式(公衆衛生

看護 or保健師)and(児童虐待)and(技術 and支援)で



得た 112 本には、産前からの探索に焦点を当てて、

その技術や支援方法を体系化した論文はなかっ

た。リスクが特定される前の妊婦への支援につい

ては、生きづらさを抱えていることの察知という

カテゴリが見出されていたが 11)、その目的や技術

が包括的に抽出されているわけではなかった。

 そこで、本研究の目的は、虐待リスクを産前か

ら探索する保健師の公衆衛生看護技術を明らか

にすることとした。とりわけ、妊娠届出時のアン

ケートや子ども虐待対応の手引き 10)等で示され

たアセスメントツール（以下、ツール）をチェッ

クするのみでは分からない、何か気になるという

違和感に端を発し、親子の予防やエンパワメント

に資する探索技術に着目する。本研究の意義は、

経験年数に関わらず、本技術を獲得することによ

って、産前からの虐待リスクのアセスメントが推

進され、要支援者の早期発見、支援に寄与できる

ことである。

本研究における探索とは、健康に関連する事象

を探って調べ、理解すること 12)、公衆衛生看護技

術とは、公衆衛生看護実践に適用するものであり、

社会的公正を規範とし、公衆衛生の向上をめざし、

個人と家族、人々、コミュニティに働きかけ、そ

の力量形成や環境改善を図る目的意識的な行為、

と定義する 13)。 

Ⅱ. 研究方法

1. 研究参加者

自治体の統括保健師等役職者から母子保健分

野の活動経験があり虐待リスクのある事例への

対応能力が高いと推薦を受けた保健師 20 名であ

る。 

2. データ収集方法

インタビューガイドを用いた個別の半構造化

面接であり、録音した音声を逐語録に起こしデー

タとした。データ収集期間は 2019 年 5~9 月であ

り、時間は各々1時間程度であった。

インタビューガイドの内容は、妊婦面接中のど

のような時にその方に虐待につながるリスクが

あると感じるか、その後どのような声掛けでどん

な情報を収集しているか、初対面でツールに書い

てある内容以上の詳細な情報を聴きたいときど

のように聴いているか、ツールの内容以外でリス

クアセスメントに用いる情報はどのようなもの

かであり、面接をしながら適宜より深い聞き取り

を行った。

3. 分析方法

分析は質的記述的分析方法を用いた 14）。逐語

録より虐待リスクの有無を探る目的意識的行為

に該当する内容を抽出し、文脈と意味を損なわな

いように留意してコード化した。次にこれらの意

味や類似性、関係性を継続比較しながら読み取り、

サブカテゴリ化、カテゴリ化を行った。この際、

探索の「目的」と「意識的行為」に該当する内容

が明瞭になるように留意した。「目的」に該当す

る内容とは、保健師が、どのような親子の姿をめ

ざし、どのようなリスクを探っているのかに関す

る内容である。すべての分析過程において、質的

研究の実績を持つ公衆衛生看護を専門とする共

同研究者と分析内容の検討を重ね真実性の確保

に努めた。

4. 倫理的配慮

研究参加者に拒否の自由等を文書と口頭で説

明し同意書に署名を得た。研究計画は大阪大学研

究倫理審査委員会の承認を得た(承認番号 16392、

承認 2017 年 1 月 30 日)。 

Ⅲ. 結果 

1. 研究参加者の基本情報

研究参加者 20 名の平均経験年数は 24±7.7 年
（範囲 11～38 年）であり、うち 20 年以上が 13

名(65％)であった。役職は、係員 2 名(10％)、主任

級 6 名(30％)、係長級 7 名(35％)、課長補佐級 2

名(10％)、課長級 3 名(15％)であった。最終学歴

では、専門学校が 7 名(35％)、短大専攻科が 3 名
(15％)、4 年制大学が 9 名(45％)、大学院修士 1 名
(5％)であった。 

2. 産前から児童虐待リスクを探索する公衆衛生

看護技術

分析の結果、保健師が妊婦やその家族から、ツ

ールに書かれた内容のみでなく、何らかの違和感

に基づいて虐待リスクを探索する公衆衛生看護

技術（以下、技術）は、めざす親子の姿とともに、

4カテゴリ、13サブカテゴリに分類された（表 1）。 

以降、カテゴリを【 】、サブカテゴリを《 》、

コードを〈 〉で示す。（ ）内の数字は研究参加者

の ID である。文中で概念の意味を説明している

語句には「 」を付した。

1) 【負の連鎖リスクを探る育ち把握】

このカテゴリは、「育ち」、すなわち当事者が育

った過程で親などから受けてきた幼少期からの

経験およびその背景や状況を把握することで、自



 

 

身の妊娠・出産・子育てによくない影響をもたら

す「負の連鎖リスク」を探るものであり、次の 3

つのサブカテゴリから構成された。 

《繰り返す不適切な子育ての基となる育ち把

握》は、〈子どもの頃にネガティブな経験や課題

のある過ごし方をしていると、妊娠期から子育て

まで自分のその育ちをお手本にし、今後の子育て

で繰り返す可能性があるため、妊娠期から育ちを

把握している（4）〉、〈産前の情報で産後に助かる

のは、その人がどんな育ちをしてきたかであり、

親は育ったように育てる、の繰り返しになるので、

どう育てたらいいか分からない親もいる（13）〉

という語りをもとに生成された。 

《子育ての拠り所になる子ども時代の愛され

経験と背景把握》は、〈子ども時代に妹や弟の方

が可愛がられた思い出や親が厳しく両親との楽

しい思い出がない、普段から実家と縁がなく連絡

をあまりとっていないなどの背景から愛された

思いをもっていないエピソードを把握しており、

子育て中に母親の心の拠り所となる相手や、相談

できる相手がいるかを探ることにつながってい

る（4）〉、〈課題を抱えながらも、子ども時代に愛

情をもって育ててもらえてた経験がある母親に

は、子育てに向き合う基盤があり、保健師の受け

入れや支援の受け入れがスムーズであったこと

から、育ちの背景を探ることで真に必要な支援を

探っている（11）〉という語りをもとに生成され

た。 

《子どもを大切に育てる価値観・力量形成の源

となる育ち把握》は、〈母親の育ちや、家族のこ

とを把握することは、自分自身がここにあること、

生きることをどう思っているのか、自分がどう育

てられ、自分自身が自分を大事に思えてるかなど

の価値観や考え方につながる背景であり、自分と

別の人間を育てていく上で大事な側面と捉えて

いる（12）〉、〈被虐待歴だけでなく、養育環境や

母親自身の幼少時期の家族関係の状況から、出産

と出産後の育児養育能力や育児状況に影響する

育ちのベースを把握する（20）〉、〈3 人の子育てを

している母親でも、親に虐待を受けた育ちがあっ

たことから、自分自身の経験に適切な子育てのモ

デルがない状態にあることを把握し、その方の本

来の能力を見極めていった（7）〉という語りをも

とに生成された。 

この【負の連鎖リスクを探る育ち把握】は、そ

のリスクが低減され、親子が、互いを大事に思い

子育てに向き合う家族の基盤が構築されること

をめざすものと読み取れた。 

2) 【社会的孤立リスクを探る関わり把握】 

このカテゴリは、「関わり」、すなわち当事者と

他者との関係性、相互の関連、力動、およびその

背景や状況を把握することで、妊娠・出産・子育

て期の社会資源利用や支援者との関係構築を拒

む可能性やそれによって社会との隔たりが生じ

る「社会的孤立リスク」を探るものであり、次の

5つのサブカテゴリから構成された。 

《アンケート情報の背景・行間にある家族の支

持的関係性把握》は、〈産前にアンケートで家族

の支援者の有無や家族の反応を答えてもらうが、

その回答の背景にある、アンケートだけでは分か

らない、支援者がいない、家族が喜んでいない状

況を把握する（1）〉という語りをもとに生成され

た。 

《産後の受援可能性を示す家族関係・家族力動

把握》は、〈出産に際し母親が困らないようにと

説明し、妊娠届け出書の裏に書くジェノグラムに

家族の状況の聞き取り内容を含めて具体的に書

いて備える（18）〉、〈ジェノグラムを用いて関係

性を整理し、子ども数人のパートナーがすべて違

う、祖父母は母親が子どものときに離婚し別の家

庭があるので支援がしにくいなどの家族関係か

ら、家族による母親への支援が難しい状況を把握

する（3）〉、〈妊婦に生育歴を聴く際は、産後の支

援を考えるために、支援者の有無や、家庭の事情、

交流や受援の程度などを把握する（8）〉、〈妊娠に

対して、家族がどのように受け入れているかは家

庭によって異なるため、どのように母親を支える

ことができるか家族関係や家族力動を把握する

（5）〉という語りをもとに生成された。 

《支援不足につながる実質的な家族支援者の

存在と状況を把握》は、〈支援者がどの程度いる

かは大きなポイントとなっており、実家との近さ、

未婚であれば将来結婚するのか、未婚のままでも

パートナーの協力が得られるのかなど支援者が

いるかどうかを把握する（6）〉、〈支援者がいるか

は、これから子育てをしていくうえで重要であり、

家族のことを聞きながら掘り下げて、出てきた背

景から支援者不足か否かを把握している（7）〉、

〈母子手帳をとりにくる際、父親が一緒に来るこ

とも多いが、面談中に母親がしていることを全く

見ておらず、自分のことに必死でずっとスマホし

てる様子から、後々子育てに協力しない可能性を



 

 

把握している（1）〉という語りをもとに生成され

た。 

《支援の拒否・関係構築困難の原因となる状況

を把握》は、〈保健師は拒否する人ほど行かない

といけない人とし、会えるチャンスを見つけて何

度も会いに行き、状況を把握している（12）〉、〈妊

婦面接で母親が保健師に対して話せない状況か

ら理解力の問題か拒否的か分からなかったが、関

わりを続ける中で出産や子育てのイメージのな

さを把握した（15）〉、〈妊娠期から、連絡がつき

そうか、人に対して怒りっぽい、指示に従わない

など支援が途切れる可能性はないか、速やかに把

握している（19）〉という語りをもとに生成され

た。 

《支援要請の表出困難の原因となる本人家族

の状況を把握》は、〈自分の親と関係が悪い状況

から、母親が自ら本当に必要とする支援を求める

ことができない家族関係を把握している（17）〉、

〈本当に困っている人ほど本人から言い出せな

い背景を、性格から母親を取り巻く関係性まで把

握している（16）〉という語りをもとに生成され

た。 

この【社会的孤立リスクを探る関わり把握】は、

そのリスクが低減され、親子が、社会の中で孤立

せず周囲との関係を築きながら妊娠・出産・子育

て期を送れることをめざすものと読み取れた。 

3) 【家庭生活リスクを探る暮らし把握】 

 このカテゴリは、「暮らし」、すなわち当事者

の生活や生計、諸々の営み、日々の積み重ね、生

活様式などを把握することで、行きづまって修復

しようがないほどうまくいかなくなる「家庭生活

リスク」を探るものであり、次の 3 つのサブカテ

ゴリから構成された。 

《妊娠・出産・子育て期の生活基盤となる経済

状況の把握》は、〈妊娠期から産後まで、収支か

らの生活の計画性や経済面について具体的に暮

らしが成り立つかどうかを把握している（2）〉、

〈経済面の把握は、出産に向けてお金がかかるた

め、各種制度へのつなぎの必要性や、介入の一つ

のきっかけとしても把握している（2）〉、〈安心し

て妊娠期から産後まで過ごせるよう出産前に経

済面の不安を把握している（1）〉という語りをも

とに生成された。 

《妊娠・出産・子育て期の安定した生活に影響

する生活背景・ライフスタイルの把握》は、〈気

になる母親について、その生活やその後の見通し

を一般的な水準と比較するとかなり違うので、き

ちんと把握する必要がある。考えにくい状況があ

れば、何かしら生活の背景がある可能性があるた

め、生活状況を確認している（1）〉、〈出産病院が

決まっていない、今後転居する可能性がある場合、

支援が途切れ母親を把握することが出来なくな

る状況を捉えるため、生活基盤や連絡先を把握し

ている（20）〉という語りをもとに生成された。 

《胎児と赤ちゃんの健康と安全に影響する生

活習慣・ライフスタイルの把握》は、〈保健指導

をしてもタバコをやめない、血糖値の高い食習慣

を変える意識が無いなど、妊婦として赤ちゃんを

守る生活に変えていく必要性を感じていない状

態を把握する（14）〉、〈十代で妊娠するも喫煙量

がへらず身なりも風変りで、パートナーも要保護

家庭など、いろいろなことが絡み合って、産み育

てる生活に課題があることを把握する（1）〉とい

う語りをもとに生成された。 

この【家庭生活リスクを探る暮らし把握】は、

そのリスクが低減され、安全で安定した妊娠・出

産・子育て期の生活を自立して送れることをめざ

すものと読み取れた。    

4) 【心身の健康リスクを探る保健行動把握】 

このカテゴリは、「保健行動」、すなわち当事者

が心身ともに健康でいるための健診や受診を適

切に行えているかを把握することで、自身や家族

の構成員に悪影響をもたらす「心身の健康リスク」

を探る技術であり、次の 2つのサブカテゴリから

構成された。 

《妊娠・出産・子育てに影響する潜在受診ニー

ズの把握》は、〈こだわりがなかなか抜けない、

変えられないことによる子どもへの影響からネ

グレクトになる可能性を考慮し、診断されていな

くて、疾患や障害の可能性があるのに病院にかか

っていない方の特性を心理士と協力して把握し

ている（3）〉、〈スクリーニング基準に満たなくて

も、出産に伴い精神的に不安定になる場合があり、

パートナーにも課題がある場合にリスクが上が

る可能性がある（3）〉、〈健康上の課題を抱えてい

るかどうか、本人からの表出がなくても、おかし

いなと思ったら関係機関と連携しながら同意を

得て把握していく（9）〉という語りをもとに生成

された。 

《妊娠・出産・子育てに影響する保健行動の把

握》は、〈妊婦健診の受診について、何週に行っ

たか、病院はどこか、結果はどうであったかなど



 

 

の質問に回答をためらい会話にならない場合な

ど、関係づくりを大事にして、妊娠・出産・子育

てに対する思いなどを把握する（10）〉という語

りをもとに生成された。 

この【心身の健康リスクを探る保健行動把握】

は、そのリスクが低減され、家族全員が心身と

もに健康に妊娠・出産・子育て期を送れること

をめざすものと読み取れた。 

Ⅳ. 考察 

1. データ収集の適切性 

 今回の研究参加者は、虐待リスクのある事例

への対応能力が高い保健師として役職者から推

薦された者であり、かつ 20 名全員が 10 年以上

の豊富な保健師経験を有していたことから、産

前から虐待リスクを探索する公衆衛生看護技術

を明らかにするという目的に合ったデータ収集

が可能な対象であったと考える。 

2. 虐待リスクの特徴 

保健師が違和感から探っていた産前からの虐

待リスクは 4 つに大別された。 

「負の連鎖リスク」を探るとは、不適切な養育

の世代間連鎖 3)が生じる可能性を探るというこ

とであり、そのリスクがあると分かれば、妊娠期

から未然に不適切な養育を回避する支援を開始

できることを意味する。例えば、養育者が外傷体

験に起因する心理的問題を抱えている場合、精神

的に不安定で、突発的に言動に変調を来しパニッ

クに陥ることがあるとの報告があり 15)、子どもに

恐怖心を与えるこのような事態の予防のために

は、このリスクの有無を探ることが重要と考えら

れた。 

「社会的孤立リスク」を探るとは、産前・産後

の支援を要する状況において、家族等の援助が得

られない、あるいは公的サービスを拒否する等に

より当事者が社会的存在であることから外れて

いく可能性を探ることであり、このリスクが明ら

かになれば、サービス提供者側が事前関係構築に

臨むなどの準備ができる。支援へのつながりにく

さでは、子どもを虐待した時や虐待しそうになっ

た時の相談について 70%の人が誰にも相談しな

かったという報告があることから 16)、産前からこ

のリスクを探り早期対応につなぐことは虐待予

防の観点から欠かせないと考えられた。 

 「家庭生活リスク」を探るとは、妊娠により母

体や胎児のために日常生活の送り方を変える必

要が生じるも、妊娠前の不適切なライフスタイル

表１．産前から児童虐待リスクを探索する公衆衛生看護技術　～アセスメントツールのみで査定できない違和感より～

めざす親子の姿 サブカテゴリ

負の連鎖リスクを探る 育ち把握 繰り返す不適切な子育ての基となる育ち把握

子育ての拠り所になる子ども時代の愛され経験と背景把握

子どもを大切に育てる価値観・力量形成の源となる育ち把握

社会的孤立リスクを探る 関わり把握 アンケート情報の背景・行間にある家族の支持的関係性把握

産後の受援可能性を示す家族関係・家族力動把握

支援不足につながる実質的な家族支援者の存在と状況を把握

支援の拒否・関係構築困難の原因となる状況を把握

支援要請の表出困難の原因となる本人家族の状況を把握

家庭生活リスクを探る 暮らし把握 妊娠・出産・子育て期の生活基盤となる経済状況の把握

妊娠・出産・子育て期の安定した生活に影響する生活背景・ライフスタイルの把握

胎児と赤ちゃんの健康と安全に影響する生活習慣・ライフスタイルの把握

心身の健康リスクを探る 保健行動把握 妊娠・出産・子育てに影響する潜在受診ニーズの把握

妊娠・出産・子育てに影響する保健行動の把握

家族全員が心身ともに健康に妊

娠・出産・子育て期を送れる

表中に使用している言葉の定義：

　リスク：当事者の生存に何らかの影響や支障、危険を与える可能性

　違和感：リスクの有無について確認を要するちょっと気になる感覚

　探る：よく分からないことについて，事情を知ろうと，調べたり推し量ったりすること

　把握：しっかりと理解すること．本稿では操作的に、探ると把握を、探索（探って調べること）に包含される用語として用いる

　育ち：育った過程で親などから受けてきて経験，およびその背景や状況

　関わり：関係性，相互の関連，力動、およびその背景や状況

　暮らし：生活，生計，諸々の営み，日々の積み重ね，生活様式などを含む

　保健行動：心身ともに健康でいるための健診や受診などの行動

カテゴリ

互いを大事に思い子育てに向き合

う家族の基盤が構築される

社会の中で孤立せず周囲との関

係を築きながら妊娠・出産・子育て

期を送れる

安全で安定した妊娠・出産・子育

て期の生活を自立して送れる



 

 

を変えられない、出産・子育てに向けた資金の見

通しを持てない等による支障が生じる可能性を

探ることである。子ども虐待による死亡事例等の

検証結果の第 1～13 次報告（以下、虐待死検証報

告）を踏まえて示された留意すべきリスクには、

養育者の要因以外に、生活上の何らかの困難、繰

り返す転居といった生活基盤を揺るがす課題や、

関係機関によるリスク認識の希薄さが挙がって

おり 17)、出産予定病院や保健福祉関連機関が連携

した経済面も含めた生活支援につなげるには、こ

のリスクの早期発見が必須と考えられた。 

「心身の健康リスク」を探るとは。家族構成員

個々について顕在的のみならず潜在的な心身の

健康課題をアセスメントし、家族単位あるいは関

係する集団単位で構成員相互の健康に影響する

可能性を探ることであり、そのリスクがあると査

定されれば、妊娠期から相談や受診などによる継

続的なフォローを開始できることになる。虐待が

起こる背景となる家庭・家族の状況に関する調査

では、最も多い回答が虐待者の心身の状態

（32.2％）であり、次の経済的な困難（26.0％）、

ひとり親家庭（24.2％）を大きく上回っている 18)。

これは、虐待リスク低減のポイントが親の健康管

理にあることを示唆しており、虐待予防において、

心身の健康リスクの有無を探ることが極めて重

要と考えられた。 

3. 虐待リスクの探り方の特徴 

1) 負の連鎖リスクを探る育ち把握 

「負の連鎖リスク」を探るために、保健師は当

事者の「育ち」の詳細を把握していた。それは、

親子が互いを大事に思い子育てに向き合う家族

の基盤が構築されることをめざすものであった。 

《繰り返す不適切な子育ての基となる育ち把

握》とは、被虐待歴や離婚・障害等で生じる家族

の問題、居住地区の所得水準など当事者が育った

背景を理解し、その悪循環が子育てに影響する可

能性を判断する技術、つまり虐待予防に向けた産

前からの支援に直結する技術と考えられた。 

一方、他の 2 カテゴリ、子供時代の愛され経験

や、子育ての価値観・力量形成の源となる育ちを

把握するとは、それらが欠落していれば、子育て

への負の影響を判断し支援につなぐ必要性を判

断する技術であった。しかし、それらが潤沢な状

況であれば、育児能力の最も基本的な源泉は子ど

も時代に愛されて育ったかについての深い記憶

である 19)と述べられているように、それを当事者

にフィードバックすることで、当事者が自身の中

に育まれた子育ての基盤に気づき、エンパワメン

トされることにつながる技術と考えられた。 

先行研究では子育て不安が虐待リスクと関連

していることが明らかにされており 20)、産前のち

ょっとした不安の段階からリスク判断を始める

ことが求められる。わが国のプライマリな母子保

健施策は、各種健康診査・健康相談、両親教室、

産前産後サポート事業、および新生児訪問など多

様であり 21)、妊娠届出時の初回面接だけなく、引

き続き切れ目なくリスクを探る手段がある。保健

師はこれを駆使し、リスクの源となる育ちを把握

し、個々に応じた支援の方向性を見極めながら活

動を展開することが可能である。つまりこの技術

は、予防できるリスク状況への早期介入とエンパ

ワメントを可能にする保健師に特徴的な技術と

考えられた。 

2) 社会的孤立リスクを探る関わり把握 

「社会的孤立リスク」を探るために、保健師は

当事者の「関わり」の詳細を把握していた。それ

は、親子が社会の中で孤立せず周囲との関係を築

きながら妊娠・出産・子育て期を送れることをめ

ざすものであった。 

育ち把握とも関連するが、3つのサブカテゴリ

について、家族、特に両親やきょうだい、配偶者

との支持的関係性や、産後に受援が可能な家族関

係と家族力動があるか、家族が実質的な支援者と

なりうるかの具体的な状況を把握することは、先

述した虐待死検証報告による事例の特徴に挙が

っていた地域社会からの孤立や、関係機関からの

連絡・面会の拒否といった状況 17)に陥るリスクを

回避する上で重要な技術と考えられた。 

支援を求める行動が欠如あるいは拒否する傾

向のある母親は、自分の考えや感情を知られるこ

とへの不安が高く虐待リスクが高い 22)。《支援の

拒否・関係構築困難の原因となる状況を把握》す

るとは、支援を要する状況が生じた際に備えて、

産前から支援者との関係構築を可能にする技術

と考えられた。子育て期の介入拒否 20 事例を分

析した先行研究 23)で、8 事例に虐待、7 事例に精

神疾患、5事例に独特の要因があったことが報告

されていることからも、産前からこのリスクを低

減しておくことが虐待予防に必須であると考え

られた。 

さらに、育児中の母親の援助要請行動について、

援助志向性と夫や母親との関係性や話せる他者



 

 

の存在、自己効力感が関連していたことから 24)、

《支援要請の表出困難の原因となる本人家族の

状況を把握》することは、社会的孤立のリスク回

避に欠かせないと考えられた。 

支援不足や拒否の可能性の判断が必要な際に、

当事者と他者との関係性や家族の構成員相互の

力動、およびその背景にある個別の事情といった

多様な「関わり」の様相を把握するには、公的機

関での単発の面談では限界があるため、これらの

技術は、家庭訪問や相談など継続的な対面の機会

を持ち信頼関係を深めながら対応できる保健師

に特徴的な技術と考えられた。 

3) 家庭生活リスクを探る暮らし把握 

 「家庭生活リスク」を探るために、保健師は当

事者の「暮らし」の詳細を把握していた。それは、

安全で安定した妊娠・出産・子育て期の生活を自

立して送れることをめざすものであった。 

 「暮らし」の意味するところは広く、サブカテ

ゴリには、妊娠・出産・子育て期の暮らしについ

て、生活基盤のリスクを探る内容としては経済状

況の把握が挙がり、その他は、安定した生活に影

響する生活背景・ライフスタイルの把握と広範な

内容を含む技術が挙がった。先行研究では、虐待

のリスク因子として「経済状態が苦しい」ことや
25)、生活リズムや家の整頓、時間管理などの「基

本的日常生活能力」が低いこと 26)が明らかになっ

ていることからも、家庭生活リスクの低減に向け

た暮らし把握が包括的に行われる必要がある。  

《胎児と赤ちゃんの健康と安全に影響する生

活習慣・ライフスタイルの把握》は、喫煙や衛生

面等の課題に対応するための探索であり、当事者

だけでなく、次世代の命の安全を衛るための技術

として抽出された。虐待リスク因子として「母親

の喫煙」27)や、「妊婦の身なりが不衛生」28)が明ら

かにされていることからも、その状況を改善する

ために重要な技術と考えられた。 

保健師は、家庭訪問や地区踏査により暮らし全

般に渡り当事者の実情を確認することに基づい

て包括的アセスメントを行うことから、これらは

保健師に特徴的な技術と考えられた。 

4) 心身の健康リスクを探る保健行動把握 

「心身の健康リスク」を探るために、保健師は

当事者の「保健行動」の詳細を把握していた。そ

れは、家族全員が心身ともに健康に妊娠・出産・

子育て期を送れることをめざすものであった。 

 《妊娠・出産・子育てに影響する潜在受診ニー

ズの把握》とは、疾患や障害の可能性があっても

受診に至っていない健康課題をアセスメントし、

受診の必要性を明らかにする技術であり、例えば、

過去に既往のあるメンタルヘルス不調が妊娠を

機に再発する可能性を探り、産後うつを予防する

といったことに資する技術と考えられた。 

《妊娠・出産・子育てに影響する保健行動の把

握》とは、家族の構成員の誰かに何か健康課題が

生じた際の受診行動や、定期的な健康診査の受診、

および必要時に適切な市販薬を服用するなどの

対処行動を実際にとっているか、今後とれる状況

にあるかを把握する技術である。予防的保健行動

をとる可能性について、例えばヘルス・ビリーフ・

モデル 29)では、罹病性、重大性、利益性、障害性

に対する信念との関連が示されている。1 人の健

康状態の悪化は家族全体の暮らしや健康に影響

することから、保健師は、当事者が、病気に罹る

か、罹ると大変か、行動して得か、損かについて

どのように認識しているかを把握し適切な保健

行動がとれる方向に支援する必要がある。 

これらの医療に関連する技術は、看護師免許を

持ち、医療従事者である保健師が責任を持って役

割を遂行できる技術と考えられた。 

4. 実践への示唆と今後の課題 

産前から虐待リスクを探索する公衆衛生看護

技術は、家庭訪問などを通して当事者の実態を確

認し、ツールのみでは査定できない背景や個別事

情を、「育ち」や「関わり」、「暮らし」、「保健行

動」に焦点を当てて、過去から現在に至る過程や

他との相互作用の実際など多様な文脈の理解に

基づいて把握し、虐待につながる可能性のあるリ

スクを探るものであった。それは、単にスクリー

ニングが目的ではなく、社会を構成する一員であ

る当事者が、自分や家族の尊厳を保ちよりよく生

きられる方向をめざし、保健師が必要な対応、す

なわち低減できるリスクの予防や、持てる強みと

資源のエンパワメントを行うための技術であっ

た。今回明らかになった技術を実践に適用するこ

とにより、虐待予防に向けて普段行っている母子

保健活動の目的を再確認し、何をめざして住民と

関わっているのかを意味づけ、視点を定めてぶれ

ない活動を展開できるようになると考える。 

すこやか親子 21（第 2次）の妊娠期からの児童

虐待防止対策においては、自治体の目標のみでな

く関係機関との連携強化の目標が掲げられてい

る 30)。本技術は、この対策において保健医療福祉



 

 

および地域や各種専門団体と協働する際にも適

用できるものであり、支援ネットワークやチーム

アプローチにおいて、保健師の役割・機能を明示

し、多分野・多職種との円滑な活動を推進するこ

とにも活かせると考える。 

 

Ⅴ. 結論 

本研究により、アセスメントツールのみでは査

定できない違和感より、産前から児童虐待リスク

を探索する公衆衛生看護技術が明らかになった。

それらの技術は【負の連鎖リスクを探る育ち把

握】、【社会的孤立リスクを探る関わり把握】、【家

庭生活リスクを探る暮らし把握】、【心身の健康リ

スクを探る保健行動把握】に分類された。保健師

が探る当事者のリスクは、それが把握されれば、

虐待を招かないように低減・解消に向けて速やか

な対応を要するものであった。当事者への支援に

これらの技術を適用する際、めざす親子の姿は、

家族が互いの存在を大事にし、社会の構成員とし

て他との関係を築き、安全で安定した健康な生活

を自立して送れる、であることが示唆された。今

後、明らかになった技術を、多分野多職種との協

働のもと、実践に広く適用する必要がある。 
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